
公告第３２号
　

　　次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
　　
　　令和7年10月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊徳島駐屯地
第348会計隊徳島派遣隊長　前田　瑞貴

１ 工事概要 

(1) 工事名 　：

(2) 工事場所：

(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 

(4) 工期　　：

(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

２ 競争参加資格 

(1)　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定
 　に該当しない者であること。

(2)　防衛省における令和７・８・９年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）
　 のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、中国・四国・近畿防衛局 に競争参加を希望していること（会社更生法
  （平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律
   第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別 
   の格付を受けていること。）。 

(3)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開
 　始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。 

(4)　以下の表の示す防衛省参加資格のどちらかの等級(資格審査結果通知書の記3の等級）以上であること
格付
C
C

(5)　平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記2(4)の工事
　 を施工した実績を有すること　（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のもの
 　に限る。）。 
　　 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する
　 防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部
　 海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕
　 僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及
　 び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した
　 工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計（以下「評定
　 点合計」という。）が65点未満のものを除く。
　　 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当す
 　るものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。

(6)　(5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事
 　（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する
　 技術的所見が適切である者。

６号建物照明器具交換工事

徳島駐屯地

用途(電気)

入札公告(電気)

照明器具交換一式

工事区分
電気

機械器具設置

令和8年3月31日（火）まで



(7)　次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に
　 専任で配置できること。 
 　ア  建築工事において、一級建築士等の資格を有する者である。
　 イ　平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である（原則、着工から
　　 完成まで従事している。）。 
　　　 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧
　 　防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のもの
　　 を除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象
　　 工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
 　ウ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 

(8)　一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」）
 　の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国・四国・近畿防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名
   停止等の措置要領について」（防整施（事）第150 号。28．3．31）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(9)　第348会計隊徳島派遣隊長が発注した「２(4)と同種の工事」のうち2022年度以降2024年度までに完成・
　 引き渡しが完了した工事の施工実績がある 場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上
　 であること。

(10) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体
 　の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で
 　ないこと。 

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者
　 のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 

(12) 中国・四国防衛局の管轄内（岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、）
　 高知県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、 
　 三重県）に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業種）に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。

(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該
　 状態が継続している有資格業者でないこと。

(14)　情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者　

３ 入札手続等 

(1)　担当部局 

〒779-1116
徳島県阿南市那賀川町小延４１３－１
陸上自衛隊徳島駐屯地業務隊　管理科営繕班

担当　前　田 担当　菊　池
TEL　0884-42-0991（内線345） TEL　0884-42-0991（内線316）
FAX  0884-42-0991 (内線417)

(2)　入札説明書の交付期間等 
 　ア　交付期間 令和7年10月31日（金）　から　令和7年11月14日（金）　まで
　   （行政機関の休日に関する法律第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）
  　 を除く。）の毎日、午前8時30分から午後5時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 
　　 入札に参加するものは、必ず担当部局へ一報し入札説明書を受領するものとする。

　 イ　交付場所 
 　　  ３(1)①の担当部局において交付を行う。（担当部局に来局し直接受領するか、または担当部局の判断
　　 により郵送または電子メールにより送付する。）

(3)　申請書及び資料の提出期限等 
　 ア　提出期限 令和7年11月14日（金）午後5時00分まで
 　イ　提出方法 ：3(1)①の担当部局に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送
　　 （書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）する。 

(4)　入札書の受領期限等 
　 ア　受領期限：令和7年12月10日（水）
 　イ　提出方法：3 (1)①の担当部局に持参又は郵送等する。 
　 ウ　郵送による場合は、郵送した旨の連絡をすること及び現着(担当者)の手元に届いた旨を業者の責任に
　　 おいて確認すること

陸上自衛隊徳島駐屯地　第348会計隊徳島派遣隊

〒779-1116
徳島県阿南市那賀川町小延４１３－１

②仕様書に関する問い合わせ先①入札及び契約事項に関する問い合わせ先



(5)　開札の日時及び場所 
　 ア　日時 　　  ：
 　イ　場所 　　　：徳島駐屯地小会議室

４ その他 
(1)　手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

(2)　入札保証金：免除 

(3)　契約保証金 ：免除
　　 ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に
　 関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不適合
　 を保証する特約（２年間）を付したものに限る。）を付するものとする。
　　 この場合の保証金額は、請負代金の10 分の３以上とする。

(4)　入札の無効 
 　　次に掲げる入札は無効とする。 
　 ア　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 
　 イ　申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 
　 ウ　入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札
　 エ　暴力団排除に関する制約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
　 オ　その他入札に関する条件に違反した入札 

(5)　落札者の決定方法
　　 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な
　 入札を行った者を落札者とする。
　　 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな
　 されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと
   となるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
 　札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

(6)　配置予定監理技術者の確認
　　 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の 監理技術者等の専任制違反
   の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 
 　　なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の　　
　 変更を認めない。 　　

(7)　落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基
   準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査 （以下「低入札価格調査」という。）を
　 行うので、協力しなければならない。 

(8)　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって
　 契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(9)　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事
 　等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 

(10) 契約書作成の要否 ：要　
　　 適用する契約条項
　 ア　「談合等の不正行為に関する特約条項」
　 イ　「暴力団排除に関する特約条項」

(11) 関連情報を入手するための照会窓口： 上記３(1)①に同じ。 

(12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 
　　 上記２(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記３(3)により申請書及び資料を
　 提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、
　 競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

(13) 詳細は、入札説明書による。 

令和7年12月11日（木）午前10時30分



特 記 仕 様 書 

 

１ 工事件名 ６号建物照明器具交換工事 

２ 工事場所 徳島県阿南市那賀川町小延４１３－１徳島駐屯地 

３ 工事概要 照明器具交換１式 

４ 一般事項 

（１） 本工事は本特記仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則によるものとする。 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事偏)」 

（２） 本特記仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うも 

のとする。 

（３） 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、監督官と調整しその指示に従 

うものとする。ただし、請負金額、工期等の変更は行わないものとする。 

（４） 工事実施に関して、隊員及び部外者等に傷害等を与えた場合、または施設等に損害を与 

えた場合は請負者の責任において復旧及び補償するものとする。 

（５） 使用材料は、仮設材を除き全て新品とし、監督職員の検査を受け合格したものを使用す 

るものとする。 

（６） 請負者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。 

また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。 

（７） 工事現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。 

（８） 工事写真は、工事着工前、完成及び施工後隠蔽となる箇所、また、主要な工事段階の工 

事状況、使用材料、その他監督官の指示するものをサービス版サイズで整理し、１部を提 

出するものとする。 

（９） 本工事に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出するものとする。 

（10） 本工事実施により知り得た内容に関して監督官の許可無く漏洩してはならないものとす 

る。 

（11） 撤去品が発生した場合、金属類発生材は、関係書類提出後監督官の指示する場所に集積 

するものとし、その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理する 

ものとする。また、処理の結果は書面（産業廃棄物管理票等）にて提出するものとする。 

（12） 本工事は、令和８年３月３１日までの間で、官側と調整した日時に実施するもとする。 

 

５特記事項 

（１） 本工事で使用する照明器具の型式、数量等は、内訳明細書によるものとする。 

（２） 本工事での照明器具交換作業は、平日での施工を基準とする。 

（３） 各居室等は通常使用をしている状態のため、施工時には家具類や棚等を養生シート等に 

   より養生を行い、官側人員を指定時間退室させての施工を基準に行うものとする。 

（４） 交換を行う照明器具の必要開口寸法は、既設照明器具と同等なため、開口部の施工は行 

わないものとする。ただし、器具取り付けに必要な軽微な施工は含むものとする。 

（５） 各居室等の施工日時については、監督官との調整によるものとする。 

（６） 撤去をした照明器具等の処理は、金属類は発生材として監督官の指示する場所に集積を 

するものとする。また、金属類以外の既設蛍光灯管、安定器等は産業廃棄物として適正に 

処理を行い、処理の結果を書面にて提出するものとする。 

（７） 本工事で使用する照明器具等は、照明器具一覧表に記載の器具等と同等品以上とする。 

 

 

 

 

件  名 ６号建物照明器具交換工事 図面番号 １／３ 

種  別 特記仕様書 縮  尺  

作成部隊 陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科 



件　　名

種　　別

作成部隊

図面番号

縮　　尺

／

27 4

阿 南
共栄 病 院

富 岡東 高
羽 ノ浦 校

坂 野 町

大 場

目 佐

北 出 張 所
信 行寺

宮 倉
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中 津
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中 蔵 寺

羽 ノ 浦

今 津 小

万 願寺

羽 ノ 浦 中

羽 ノ 浦 総 合
国 民 体 育 館

観 音山

那 賀 川 町江 野 島
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Ｎ

徳島駐屯地

案内図・配置図 S=1:X

陸上自衛隊　徳島駐屯地業務隊管理科

Ｎ

配　置　図

２

案　内　図

1 ６号建物

６号建物照明器具交換工事

1

３



合棟倉庫 　　※器具はPanasonic製

図面室名 実室名

防水防雨ブラケット　20ｗ ＦＢＦ７ＭＰＡ　２０１ＧＬ 5 ＮＮＦＷ２１８８５　ＬＥ９ 130×655　H107 5 ＬＤＬ20S・N/11/12-K 5

充電室 充電室 防爆　直付け　電源送り無し Ｆ－ＶＰ１－３２２　ＰＨ 4 岩崎　EXILF9421SA9U1-22 直付け　電源送り無し　G22 4

整備場 整備場 ＳＰ－７　ＨＦ３２Ｗ１灯　 ｺｰﾅｰﾗｲﾄ（非常灯） 4 ＮＮＦＦ４１８３５Ｔ　ＬＥ９ 壁直付け　非常用　30分 4 ランプ同梱

屋内階段 屋内階段 ＳＰ－１　ＨＦ３２１ＰＨ 1 ＮＮＦＦ４１８６５Ｔ　ＬＥ９ 191×1275　H93 1

洗面所 洗面所 ＦＲＳ２７－３２１　ＰＫ 2 ＮＮＦＳ４１６０５　ＬＥ９ 150×1235（65） 2 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 2

ＦＢＦ７－３２１　ＰＨ 1 ＮＮＦＷ４１８３５　ＬＥ９ 130×1275（108） 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 1

女子便所 女子便所 ＦＲＳ２６－３２２　ＰＫ 1 ＮＮＦ４２７００　ＬＥ９ 220×1235　H26 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 2

ＦＢＦ２－２０１　ＧＬ 1 ＮＮＦＷ２１８８５　ＬＥ９ 130×655　H107 1 ＬＤＬ20S・N/11/12-K 1

男子便所 男子便所 ＦＲＳ２６－３２２　ＰＫ 1 ＮＮＦ４２７００　ＬＥ９ 220×1235　H26 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 2

ＦＢＦ２－２０１　ＧＬ 1 ＮＮＦＷ２１８８５　ＬＥ９ 130×655　H107 1 ＬＤＬ20S・N/11/12-K 1

階段下倉庫 階段下倉庫 ＦＢＳ５－３２１　ＰＫ 1 ＮＮＦＷ４１２１１　ＬＥ９ 70×1245　H165 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 1

塗装室 塗装室 照会No13　防爆　 H270　電線管G16 Ｆ－ＸＰＤ１－３２１　ＰＨ 9 岩崎　EXICL1021BSA9-16 9

ＳＰ－５　防爆 電線管G16 Ｈ－ＸＰＤ４－４００Ｍ 10 岩崎　EXIL3053ASA9-16 40°ブラケット　G16 10

車検ライン 車検ライン 照会No13　防爆　 H270　電線管G16 Ｆ－ＸＰＤ１－３２１　ＰＨ 3 岩崎　EXICL1021BSA9-16 3

機械室１ 機械室 ＳＰ－６　ＨＦ３２Ｗ１灯 ｺｰﾅｰﾗｲﾄ 4 ＮＮＦ４１８２５　ＬＥ９ 4 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 4

ＳＰ－7　ＨＦ３２Ｗ１灯 ｺｰﾅｰﾗｲﾄ（非常灯） 2 ＮＮＦＦ４１８３５Ｔ　ＬＥ９ 壁直付け　非常用　30分 2 ランプ同梱

機械室２ 機械室 ＳＰ－６　ＨＦ３２Ｗ１灯 ｺｰﾅｰﾗｲﾄ 2 ＮＮＦ４１８２５　ＬＥ９ 2 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 2

下部洗浄室 下部洗浄室 ＳＰ－３　ＨＩＤ４００　防湿 壁取付 4 ＮＮＹ２４７３６Ｋ　ＬＡ９ プール用　400形相当 4

男子便所 男子便所 ＦＲＳ２６－３２２　ＰＫ 1 ＮＮＦ４２７００　ＬＥ９ 220×1235　H26 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 2

ＦＢＦ２－２０１ 1 ＮＮＦＷ２１８８５　ＬＥ９ 130×655　H107 1 ＬＤＬ20S・N/11/12-K 1

給湯室 給湯室 ＦＲＳ２７－３２１　ＰＫ 1 ＮＮＦＳ４１６０５　ＬＥ９ 150×1235（65） 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 1

洗面所 ＦＲＳ２７－３２１　ＰＫ 3 ＮＮＦＳ４１６０５　ＬＥ９ 150×1235（65） 3 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 3

ＦＢＦ７－３２１　ＰＨ 1 ＮＮＦＷ４１８３５　ＬＥ９ 130×1275（108） 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 1

倉庫 整備小隊取注庫 反射笠付　２灯　 ＦＳＲ２－３２２　ＰＨ 1 ＮＮＦ４２２３０　ＬＥ９ D150×W1225 1 ＬＤＬ40Ｓ・Ｎ/29/38－Ｋ 1
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３／３

個数

１階

２階

左記用ランプ
場所

器具
開口寸法

タテ×ヨコ（器具高さ）
既設型式 個数 更新器具

埋込器具・開口寸法

タテ×ヨコ（器具高さ）

直付器具・器具寸法

個数


